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現
在
﹁
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
﹂
﹁
限
度
額
適
用
認
定
証
﹂
を

お
持
ち
の
方
で
、
８
月
１
日
か
ら
も
引
き

続
き
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
は
、
有
効
期

限
が
新
し
い
も
の
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

原
則
、
保
険
証
と
一
緒
に
お
送
り
し
ま
す

の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
６
月
14
日
時
点
で
被
保
険
者
本
人
お
よ

び
同
一
世
帯
の
方
の
前
年
所
得
が
判
明
し

て
い
る
方
の
み
保
険
証
に
同
封
し
ま
す
。

・
﹁
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
﹂
は
同
一
世
帯
内
に
令
和
６
年
度

市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
が
い
る

場
合
は
、
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
﹁
限
度
額
適
用
認
定
証
﹂
は
新
し
い
保

険
証
の
一
部
負
担
金
の
割
合
が
３
割
で

は
な
く
な
る
方
、
同
一
世
帯
内
に
令
和

６
年
度
市
民
税
所
得
が
６
９
０
万
円
以

上
の
方
が
い
る
場
合
は
交
付
さ
れ
ま
せ

ん
。

■
令
和
６
年
度
保
険
料
に
つ
い
て

　
５
月
末
ま
で
に
被
保
険
者
に
な
ら
れ
た

方
へ
、
保
険
料
額
や
お
支
払
い
方
法
が
記

載
さ
れ
た
﹁
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額

決
定
通
知
書
﹂
を
７
月
中
旬
に
お
送
り
し

ま
す
。

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
の
制

度
改
正
が
行
わ
れ
、
令
和
６
年
度
保
険
料

に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
負
担
率
の
見
直
し

　
後
期
高
齢
者
の
保
険
料
負
担
割
合
に
つ

い
て
、
﹁
後
期
高
齢
者
１
人
当
た
り
の
保

険
料
﹂
と
﹁
現
役
世
代
１
人
当
た
り
の
後

期
高
齢
者
支
援
金
﹂
の
伸
び
率
が
同
じ
に

な
る
よ
う
に
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

②
出
産
育
児
一
時
金
を
全
世
代
で
支
え

る
仕
組
み
の
導
入

　
一
時
金
に
必
要
な
費
用
の
一
部
︵
７
％

※

︶
を
後
期
高
齢
者
の
保
険
料
か
ら
支
援

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。※
令
和
６
・

７
年
度
は
３
・
５
％

　
そ
の
ほ
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

︻
国
民
健
康
保
険
証
︼

　
新
し
い
保
険
証
を
、
７
月
中
旬
に

簡
易
書
留
に
て
世
帯
主
宛
て
に
発
送

し
ま
す
。
８
月
以
降
は
新
し
い
保
険

証
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　 

市
民
保
険
課

  

︵
☎
内
線

113
・

114
・

119
︶

︻
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
者
証
︼

　
新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
中
に

﹁
岐
阜
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
﹂
の
封
筒
で
簡
易
書
留
に
て
本
人

宛
て
に
お
送
り
し
ま
す
。

　 

市
民
保
険
課
︵
☎
内
線

112
︶
　

75
歳
以
上
、
ま
た
は
65
歳
以
上
で
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
方
を
対
象

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
お
知
ら
せ
　

問
市
民
保
険
課
︵
☎
内
線

112
︶
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